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 医療制度改革の修正を求める意見書を別紙のとおり提出するものとする。 
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郡山市議会 議会案第 12 号 

平成 17 年 12 月定例会・可決・全会一致 

 

医療制度改革の修正を求める意見書 

 

 医療・医療保険制度は、社会の公共財であり、国民すべてが、公的医療保険制度を

通じて適正な負担で良質な医療サービスを受ける権利がある。将来にわたって医療・

医療保険制度を維持するためには、効率的で透明性が高く、安心・安全で信頼の制度

に絶えず改革していかなければならない。 

 しかし、2005年10月に示された厚生労働省の「医療制度構造改革試案」や11月の政

府・与党医療改革協議会の「医療制度改革大綱素案」では、公的保険給付の範囲の縮

小による国民負担の増加や高齢者医療制度改革時期が不確実など、「負担増・改革先

送り」となる可能性がある点を修正する必要がある。 

 よって、政府においては、下記事項について実現されるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 医療におけるＩＴ化の推進、情報公開、安全対策の強化のため、医療費の分かる

領収書発行の義務付け・保険指定医師等の再教育の義務付けなど、安全・安心で効

率的な医療提供体制への改革を推進すること。 

２ 高額療養費制度の自己負担額引き上げなど公的保険給付の範囲の縮小を見直すこ

と。 

３ 負担増が先行する施行時期を見直すこと。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

平成17年12月16日 

      

                    郡 山 市 議 会         

 


